
①基本料金

１割負担
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

573円 641円 712円 780円 847円

合計／月 17,190円 19,230円 21,360円 23,400円 25,410円

２割負担
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1,146円 1,282円 1,424円 1,560円 1,694円

合計／月 34,380円 38,460円 42,720円 46,800円 50,820円

３割負担
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1,719円 1,923円 2,136円 2,340円 2,541円

合計／月 51,570円 57,690円 64,080円 70,200円 76,230円

※処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ、ベースアップ支援加算、地域加算は含まれません。
成田市は4級地、介護老人福祉施設サービス10.54円が別途加算されます。

（共通して加算される費用）

・初期加算  ・入院外泊時加算     ・若年性認知症入所受入加算 ・退所時等相談援助加算
・経口移行加算  ・経口維持加算     ・口腔衛生管理加算 ・配置医師緊急時対応加算
・療養食加算  ・看取り介護加算（Ⅱ）    ・在宅復帰支援機能加算 ・住宅、入所相互利用加算
・認知症専門ケア加算 ・褥瘡（床ずれ）マネジメント加算     ・排泄支援加算
・認知症行動、心理症状緊急対応加算

（該当者のみに加算される費用）

② 加算

・日常生活継続支援加算（＊） ・看護体制加算（Ⅰ）ロ ・看護体制加算（Ⅱ）ロ ・口腔衛生管理加算
・夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ ・個別機能訓練加算（Ⅰ） ・科学的介護推進体制加算
・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（＊）
（＊）「日常生活支援加算」と「サービス提供体制強化加算」は、いずれかの加算となります。

ここに記載している金額は、参考例として1単位10.00で記載しています。

ひだまりの杜
【多床室・従来個室】利用料金表

特別養護老人ホーム

① 
基本料金＋

② 
加算

（体制・個別）
＋ ＝ 利用料金

③
食費
居住費

＋
④

その他
別紙1参照

体制加算

個別加算



利用者負担段階 所得区分 預貯金額（夫婦の場合）

第1段階
・生活保護受給者
・市町村民税の老齢福祉年金受給者

1千万円（2千万円）以下

第2段階

市町村民税
非課税

【年金＋所得税】80万円以下の人 650万円（1,650万円）以下

第3段階① 【年金＋所得税の合計】80万円超～120万円以下の人 550万円（1,550万円）以下

第3段階② 【年金＋所得税の合計】120万円を超える人 500万円（1,500万円）以下

第4段階 第1段階～第3段階に該当しない人

特定入所者介護サービス費の利用者負担段階

食材の提供に要する費用
（食材料費及び調理費）

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

日額 1,850円 1,360円 650円 390円 300円

月額（30日で算定） 55,500円 40,800円 19,500円 11,700円 9,000円

ひだまりの杜
  【多床室】介護保険対象外費

特別養護老人ホーム

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

要介護5 109,560円 80,310円 59,010円 51,210円 37,410円

要介護4 107,550円 78,300円 57,000円 49,200円 35,400円

要介護3 105,510円 76,260円 54,960円 47,160円 33,360円

要介護2 103,380円 74,130円 52,830円 45,030円 31,230円

要介護1 101,340円 72,090円 50,790円 42,990円 29,190円

多床室を利用した場合の1か月間のおおよその額

居住に関する費用
（水道光熱費等）

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

日額 855円 370円 370円 370円 0円

月額（30日で算定） 25,650円 11,100円 11,100円 11,100円 0円

③ 食 費・居住費

食費

居住費

①基本料金 ＋ ②加算（体制・個別）＋ ③食費・居住費

2023年8月現在

※詳細はお住いの市区町村にお尋ねください。

※体制加算は3,000円で計算しています。
※別途介護保険の給付外（理美容代・医療費等）サービス費が加わります。
※ご利用月額は介護負担1割で計算しています。
※今後法改正により金額等が変更になる場合がございます。
※2024年3月頃に介護保険法が見直しされる予定です。



利用者負担段階 所得区分 預貯金額（夫婦の場合）

第1段階
・生活保護受給者
・市町村民税の老齢福祉年金受給者

1千万円（2千万円）以下

第2段階

市町村民税
非課税

【年金＋所得税】80万円以下の人 650万円（1,650万円）以下

第3段階① 【年金＋所得税の合計】80万円超～120万円以下の人 550万円（1,550万円）以下

第3段階② 【年金＋所得税の合計】120万円を超える人 500万円（1,500万円）以下

第4段階 第1段階～第3段階に該当しない人

特定入所者介護サービス費の利用者負担段階

食材の提供に要する費用
（食材料費及び調理費）

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

日額 1,850円 1,360円 650円 390円 300円

月額（30日で算定） 55,500円 40,800円 19,500円 11,700円 9,000円

ひだまりの杜
 【従来型個室】介護保険対象外費

特別養護老人ホーム

③ 食 費・居住費

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

要介護5 133,950円 93,810円 72,510円 52,710円 47,010円

要介護4 131,940円 91,800円 70,500円 50,700円 45,000円

要介護3 129,900円 89,760円 68,460円 48,660円 42,960円

要介護2 127,770円 87,630円 66,330円 46,530円 40,830円

要介護1 125,730円 85,590円 64,290円 44,490円 38,790円

従来個室を利用した場合の1か月間のおおよその額

①基本料金 ＋ ②加算（体制・個別）＋ ③食費・居住費

居住に関する費用
（水道光熱費等）

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

日額 1,668円 820円 820円 420円 320円

月額（30日で算定） 50,040円 24,600円 24,600円 12,600円 9,600円

※体制加算は3,000円で計算しています。
※別途介護保険の給付外（理美容代・医療費等）サービス費が加わります。
※ご利用月額は介護負担1割で計算しています。
※今後法改正により金額等が変更になる場合がございます。
※2024年3月頃に介護保険法が見直しされる予定です。

食費

居住費

※詳細はお住いの市区町村にお尋ねください。

2023年8月現在



１割負担
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

652円 720円 793円 862円 929円

合計／月 19,560円 21,600円 23,790円 25,860円 27,870円

２割負担
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1,304円 1,440円 1,586円 1,724円 1,858円

合計／月 39,120円 43,200円 47,580円 51,720円 55,740円

３割負担
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1,956円 2,160円 2,379円 2,586円 2,787円

合計／月 58,680円 64,800円 71,370円 77,580円 83,610円

※処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ、ベースアップ支援加算、地域加算は含まれません。
成田市は4級地、介護老人福祉施設サービス10.54円が別途加算されます。

（共通して加算される費用）

・初期加算  ・入院外泊時加算     ・若年性認知症入所受入加算 ・退所時等相談援助加算
・経口移行加算  ・経口維持加算     ・口腔衛生管理加算 ・配置医師緊急時対応加算
・療養食加算  ・看取り介護加算（Ⅱ）    ・在宅復帰支援機能加算 ・住宅、入所相互利用加算
・認知症専門ケア加算 ・褥瘡（床ずれ）マネジメント加算 ・排泄支援加算
・認知症行動、心理症状緊急対応加算

（該当者のみに加算される費用）

・日常生活継続支援加算（＊） ・看護体制加算（Ⅰ）ロ ・看護体制加算（Ⅱ）ロ ・口腔衛生管理加算
・夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ ・個別機能訓練加算（Ⅰ） ・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（Ⅱ）（Ⅲ）
（＊）「日常生活支援加算」と「サービス提供体制強化加算」は、いずれかの加算となります。

ここに記載している金額は、参考例として1単位10.00で記載しています。

ひだまりの杜
【 ユニット型個室】利用料金表

特別養護老人ホーム

① 基本料金

② 加算

体制加算

個別加算

① 
基本料金＋

② 
加算

（体制・個別）
＋ ＝ 利用料金

③
食費
居住費

＋
④

その他
別紙1参照



利用者負担段階 所得区分 預貯金額（夫婦の場合）

第1段階
・生活保護受給者
・市町村民税の老齢福祉年金受給者

1千万円（2千万円）以下

第2段階

市町村民税
非課税

【年金＋所得税】80万円以下の人 650万円（1,650万円）以下

第3段階① 【年金＋所得税の合計】80万円超～120万円以下の人 550万円（1,550万円）以下

第3段階② 【年金＋所得税の合計】120万円を超える人 500万円（1,500万円）以下

第4段階 第1段階～第3段階に該当しない人

特定入所者介護サービス費の利用者負担段階

食材の提供に要する費用
（食材料費及び調理費）

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

日額 1,850円 1,360円 650円 390円 300円

月額（30日で算定） 55,500円 40,800円 19,500円 11,700円 9,000円

ひだまりの杜
【ユニット型個室】介護保険対象外費

特別養護老人ホーム

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

要介護5 167,370円 110,970円 89,670円 67,170円 64,470円

要介護4 165,360円 108,960円 87,600円 65,160円 62,460円

要介護3 163,290円 106,890円 85,590円 63,090円 60,390円

要介護2 161,100円 104,700円 83,400円 60,900円 58,200円

要介護1 159,060円 102,660円 81,360円 58,860円 56,160円

ユニット型室を利用した場合の1か月間のおおよその額

居住に関する費用
（水道光熱費等）

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

日額 2,700円 1,310円 1,310円 820円 820円

月額（30日で算定） 81,000円 39,300円 39,300円 24,600円 24,600円

①基本料金 ＋ ②加算（体制・個別）＋ ③食費・居住費

③ 食 費・居住費

食費

居住費

※詳細はお住いの市区町村にお尋ねください。

2023年8月現在

※体制加算は3,000円で計算しています。
※別途介護保険の給付外（理美容代・医療費等）サービス費が加わります。
※ご利用月額は介護負担1割で計算しています。
※今後法改正により金額等が変更になる場合がございます。
※2024年3月頃に介護保険法が見直しされる予定です。



ひだまりの杜
 その他、サービス種別

特別養護老人ホーム

別紙1.

サービスの種別 内容 料金

理美容代 理美容店の出張による訪問理美容サービスをご利用い
ただけます。

実費

事務代行 事務所経費、記録の複写物にかかる実費相当の費用、
行政手続きに要す実費相当費用、
通帳管理代行費用。

3,000円（月額）

洗濯 衣類等の洗濯を行います。
繊維等の問題により色落ちや衣類が縮む恐れのある物
の洗濯はお断りしております。

無料

医療費
日常生活品等の

代金立替

・個人購入希望の福祉用具費
・個人購読希望の新聞代
・行事に参加を要した費用
・嘱託医師、協力病院等受診時の医療費
・サプリメントや栄養補助食品
・出前等の特別な食事
・投薬費、個人希望による趣味活動に要した実費費用

実費

買い物代行手数料
1回1,000円未満の買い物代行
1回1,000円以上の買い物代行

300円
500円

個人選択により利
用される個人用の

日用品

ティッシュペーパー・乾電池・歯磨き粉・歯ブラ
シ・その他

実費

電気料金

個人希望によりテレビ、ラジオ等の電化製品を持
ち込みした場合に係る電気料金。季節限定で使用
する電気毛布、電気あんか等の冷暖房器具。但し
外泊・入院等居室を空けておく場合はその期間の
負担はいただきます。

1品につき1日30円

深夜緊急受診に係
る交通費

急性増悪により深夜（22時から翌5時）協力医療
機関、及び救急病院等に受診せざるを得なく夜勤
職員が付き添い、入院等になった場合、公共交通
機関で施設に戻れない場合でタクシー等を利用し
た場合。

実費

物価の情勢により実勢金額については変動が生じる事がございます。

④その他
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